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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

社会医療法人に対する寄附に係る寄附金控除等の創設 

（国税６）（所得税：他）（法人税：義）（相続税：他） 

（地方税６）（法人住民税：義）（事業税：義） 

2 要望の内容 社会医療法人に対する寄附について、以下の措置を創設する。 

・社会医療法人に寄附をした場合の寄附金について所得控除あるいは税額控

除を行う。 

・社会医療法人に寄附をした法人について、当該寄附金を一般の損金算入限

度額とは別に損金算入する。 

・社会医療法人に相続財産を寄附した場合に相続税を非課税とする。 

3 担当部局 厚生労働省医政局指導課  

4 評価実施時期 平成２４年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

新規 

6 適用又は延長期間 恒久措置 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

救急医療等確保事業などを実施する公益性の高い法人である社会医療法

人に寄附税制措置を講じることにより、地域住民に必要な医療提供体制の確

保を図る。 

《政策目的の根拠》 

  社会医療法人は、平成 18 年医療法改正において、公立病院改革が進む

中で、民間の高い活力を活かしながら地域住民にとって不可欠な救急医療等

確保事業を担う公益性の高い医療法人として制度化された。 

（寄附税制関連法律） 

所得税（所得税法第７８条） 

法人税（法人税法第３７条） 

相続税（租税特別措置法第７０条） 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

（基本目標） 

Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること 

（施策大目標） 

１ 地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること 

（施策目標） 

１ 日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備

すること 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

当該措置の結果、社会医療法人に対する寄附金額が増加することにより、

社会医療法人の経営基盤が安定し、地域住民に必要不可欠な地域医療を継

続して提供し続けることを目標とする。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 社会医療法人における年間寄附金収入額。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

社会医療法人が地域医療を継続して提供し続けることにより、地域住民に

（別添） 
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真に必要な医療提供体制が確保できる。 

8 有効性

等 

① 適用数等  「医療法人の現状と課題に関するアンケート調査」による寄附受領実績（59

法人で年間４４，３７２千円（１法人あたり約７５万円））を上回る寄附金収入が

見込める。 

② 減収額 ４５百万円（算定根拠別紙） 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成２５年４月～平成２６年３月） 

本措置により社会医療法人への寄附が促進され、法人の経営の安定化に

資する。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成２

５年４月～平成２６年３月） 

 平成２５年度の社会医療法人推計数２０４法人に対して、１法人あたり約７５

万円、合計年間１億５，０００万円を上回る寄附金が見込める。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成２５年４月～平成２６年３月） 

 不採算医療を担う社会医療法人は経営基盤が不安定であり、地域で必要と

される医療の提供に支障をきたすおそれがある。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２５年４月～平成

２６年３月） 

 社会医療法人は法人の財産が個人に帰することがなく、適正な事業運営が

確保されている公益性の高い医療法人であり、その存続・発展を図ることは公

益の増進に資する。 

  控除等を伴う寄附（税収減）により、社会医療法人の経営基盤が安定化し、

地域医療の確保が図られるものであり、多くの地域住民に効果が及ぶ。 

 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

地域住民に必要不可欠な医療を担う法人である社会医療法人の財政基盤

の一部を地域住民が寄附という形で支えることは妥当であり、寄附金控除措

置を講じることが政策として適切である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

医療法人による医療施設の施設・設備の整備等に対し助成を行っている

が、社会医療法人の経営安定化のための補助金等はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解  － 
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11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 

 

 



減収見込み算定資料 

 

【前提条件】 

○寄附金にかかる試算は、「医療法人の現状と課題に関するアンケート調査」（平

成 23 年 4 月四病院団体協議会）において、社会医療法人からの回答データ（59

法人、直近年度）より算出 

   法人からの寄附金  20,588,425 円（14 件）1 法人あたり 348,956 円 

   個人からの寄附金  23,784,000 円（461 件）  

 

○個人からの寄付財産額のうち、90.3％が相続財産以外で個人が得た所得を原

資とするものとみなす  21,476,952 円（416 件）1 件あたり  51,627 円 

○個人からの寄付財産額のうち、9.7％が相続財産で個人が得た所得を原資とす

るものとみなす      2,307,048 円（45 件）1 法人あたり 39,103 円 

（平成 24 年度予算における歳入総額に占める所得税（14.9％）と相続税（1.6％） 

の比率により算出） 

 

○寄附をする者の所得税率：33％（課税所得 900 万円超～1,800 万円以下と仮

定） 

○寄附をする者の相続税率：10％（相続財産額：1,000 万円以下と仮定） 

 

○社会医療法人数 

  平成 22 年 3 月末  ８５ 

  平成 23 年 3 月末 １２０ 

  平成 24 年 3 月末 １６２ 

  平成 25 年 3 月末 ２０４（見込み※） 

※平成 23 年 3 月末→平成 24 年 3 月末と同数増加すると仮定 

 

【減収見込額】 

（１）社会医療法人に寄附をした法人における寄附金の全額損金算入 

  348,956 円×0.255（法人税率）×204＝18,152,691 円 

 

（２）社会医療法人に寄附をした者の所得からの寄附金の控除 

 （51,627 円―2,000 円）×0.33（所得税率）×208÷59×204＝11,778,052 円 

   社会医療法人に寄附をした者の税額からの寄附金控除  

 （51,627 円－2,000 円）×0.4（控除率）×208÷59×204＝14,276,426 円 

  ※ 半数が税額控除を選択すると仮定 

 

（３）社会医療法人に相続財産を寄附した場合の相続税の非課税 

  39,103 円×0.1（相続税率）×204＝797,701 円 

  

 

減収見込額合計   45,004,870円        
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